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ポイント 

1.   国際的な気候変動枠組みにおけるカナダ	
v  カナダの国際的な気候変動対策に関する目標を実現するためには、連邦政府とカ

ナダ連邦を構成する13の州・準州の調整が不可欠。	
	
2.   カナダにおける地球温暖化ガスの排出量規制	

v  カナダ連邦に存在する「多様性」と「統一へ向けた取り組み」という課題。	
v  カナダ国内には3つの異なる地球温暖化ガス排出量規制に関する制度が存在。	

	
3.   連邦炭素税をめぐる一部の州政府と連邦政府の争い	

v  3つの州は連邦政府による連邦炭素税の導入に反発。	
v  「州の境を超えた気候変動という課題」と「州の独立性」。	

	
4.   低炭素社会へ向けた取り組みの事例：アルバータ州	

v  カナダ国内最大の地球温暖化ガス排出量を持つアルバータ州の取り組み。	
	
5.   今後の展望と課題	

v  カナダの法制度は急速に整備されており、課題も残る。	
v  資源エネルギー業界は、新たなビジネス・リスクとビジネス機会を冷静に分析するこ

とが必要。	



1. 国際的な気候変動枠組みにおけるカナダ 
 •  カナダは気候変動に関する国際枠組みに積極的に参加。	

v  パリ協定（2015年締結、2016年発効）：	
•  国際的な地球温暖化に歯止めをかけ、平均気温の上昇を2℃未満、可能であれば1.5℃に抑える。	
•  カナダはパリ協定における「自国が決定する貢献(Nationally	Determine	Contributions:	NDCs)」を設定。	
•  カナダ国内での地球温暖化ガスの排出量削減を宣言。カナダは2030年までに、2005年の自国の地球

温暖化ガス排出量の30%までを削減すると発表。	
•  注：2021年4月に、2030年までに2005年比で40~45%削減すると目標が引き上げられた。後述。	

v  国連気候変動枠組条約締約国会議	(Conference	of	the	Parties:	COP):	参加国。	
v  国連気候変動に関する政府間パネル	(Intergovernmental	Panel	on	Climate	Change:	IPCC):	参加国。	

•  直近のカナダの政策発表：	
•  2020年11月19日：	

•  トルドー首相は「2050年までに地球温暖化ガス排出ネットゼロを目指す」と発表。具体的な気候変動対
策の目標設定を義務付ける連邦法案「ネットゼロ・エミッションズ・アカウンタビリティー法」を連邦議会
に提出。成立した場合、連邦政府は具体的な目標設定と連邦議会への進捗報告が義務付けられる。	

•  2021年4月19日：	
•  2021年度連邦予算方針では、「環境に配慮した経済回復」と「新たな持続可能な経済発展」がテーマ。	
•  特に今回の予算方針では、従来に比べてカーボンニュートラル推進、クリーン・エネルギー開発（水素、

地熱、太陽光、風力等）、ZEV普及、バッテリー（クリティカル・ミネラル等）、カーボンサイクル（CCS等）が
目立つ内容となった。	

•  2021年4月22日：	
•  米国主催の気候サミットでは、トルドー首相は国内の地球温暖化ガスを2030年までに2005年比で

40~45%削減すると新たな目標を発表。（これまでは2030年までに2005年比で30%削減が目標。）	

出所：各種報道や政府発表を基にJOGMEC作成。	



2. カナダにおける地球温暖化ガスの排出量規制 

•  国際的な場でカナダ連邦政府は気候変動対策を積極
的にアピール。	

•  しかし、連邦・州政府の気候変動に関する政策発表と
実際の運営はこれまで乖離。	

•  例えば、カナダはパリ協定に基づき提出している
「自国が決定する貢献(Nationally	Determine	
Contributions:	NDCs)」が未達。	

•  現在の政策では2030年までに2005年比で排出
量の30%削減に至らないとの予測結果。	

•  2021年4月、トルドー首相は2030年までに2005
年比で40~45%削減すると新たな目標を発表。	

•  この野心的な目標の実現には、追加政策と更な
る連邦・州政府の調整が不可欠。	

•  カナダ連邦会計検査院傘下の環境・持続可能な発展
総監部(Environment	and	Sustainable	Development	
Commissioner)は、カナダ連邦政府が気候変動に関す
る目的を達成していないとする報告書を過去に連邦議
会に提出。	

•  例：カナダ連邦会計検査院の2018年報告書にお
ける批判（右図）1	

•  2020年以降、カナダ連邦政府は矢継ぎ早に気候変動
に関する具体的な政策を発表。	

文献1:	Auditor	General	of	Canada,	Commissioner	of	the	Environment	and	Sustainable	Development,	Perspectives	on	
Climate	Change	Action	in	Canada	–	A	Collaborative	Report	from	Auditors	General	(March	2018).				

カナダを構成する州・準州の半分以上
が具体的な地球温暖化ガスの排出量
の削減目標を示していない。	

	

削減目標を設定している州の内、僅か2
州（ノバスコシア州とニューブランズ
ウィック州）のみが設定目標を達成。	

ほぼ全ての州が気候変動によるリスク
を検討していない。	

具体的な気候変動への適応策を検討し
ていない。	

州内の省庁間の気候変動に対する調
整が不十分。	

多くの州政府は州議会や州民に対し、
適切な気候変動対策や目標達成状況
について十分かつ適切な報告を怠って
いた。	

カナダ連邦会計検査
院の批判	

（2018年報告書）	

出所：各種報道や政府発表を基にJOGMEC作成。	



2. カナダにおける地球温暖化ガスの排出量規制 

国際条約	

• パリ協定（2015年採択、2016年発効）：	

• パリ協定では、産業革命以前に比べ世界的な平均気温上昇を2℃より十分低く保ち、加えて1.5℃以下に抑えることを目
標とすることが示された。	

• カナダはパリ協定の加盟国として「自国が決定する貢献(Nationally	Determined	Contributions:	NDC)」を定め、地球温暖化
ガス排出量の削減目標を設定している。	

連邦政府	

• 「環境に優しい成長と気候変動に関するバンクーバー宣言(Vancouver	Declaration)」(2016年)：	

• 連邦政府と州政府の首相による温暖化対策に関する連携の意思表明。	

• 「環境に優しい成長と気候変動に関する汎カナダ枠組み(Pan-Canadian	Framework	on	Clean	Growth	and	Climate	Change)」
（2016年）：	

• 連邦政府と州政府の協力によるカナダ全体としての気候変動対策。	

• 「温暖化ガス汚染価格法(Greenhouse	Gas	Pollution	Pricing	Act:	GGPPA)」（2018年）：	

• 地球温暖化ガス排出規制に関する連邦法。同等と見做される州法が未整備な州では、連邦法による連邦炭素税や大規
模商業施設の排出量規制が適用される。	

州政府	

• 気候変動対策に関する具体的な取り組みは州政府に委ねられる。	

• 連邦法GGPPAと同等の州法がある州では、連邦炭素税ではなく州炭素税が適用。また州独自の大規模商業施設の排出量
規制が適用。ただ、州法が未整備な州では、連邦法GGPPAの適用対象となる。	

カナダは連邦国家のため、効果ある気候変動対策の実現には連邦政府と州政府の協力が不可欠。	

出所：各種報道や政府発表を基にJOGMEC作成。	



2. カナダにおける地球温暖化ガスの排出量規制 

「環境に優しい成長と気候変動に関する汎カナダ枠組み(Pan-Canadian	Framework	on	Clean	Growth	
and	Climate	Change)」（2016年）	
•  カナダを構成する各州と連邦政府の間の覚書。ほぼ全ての州が参加*。	

•  (*) 当初、サスカチュワン州とマニトバ州は加盟せず。2018年にマニトバ州は加盟。サスカチュワン州は加盟を見送り。	
•  カナダの気候変動対策を調整する重要な方針文書。	
•  気候変動対策の４本柱。	

1. 炭素価格付け（カーポンプライシング）	

2. 各州政府の気候変動対策の相互補完	

3. 気候変動への適応策の導入	

4. 革新的な低炭素技術の開発、雇用機会の創出	

•  ４本柱の具体的な導入については連邦政府と一部の州政府の間に温度差。	
•  最大の争点は「炭素価格付け（カーボンプライシング）」。	
•  オンタリオ州・サスカチュワン州・アルバータ州は連邦政府を相手取り、連邦炭素税が違憲であると提訴。

（後述）	

出所：各種報道や政府発表を基にJOGMEC作成。	



2. カナダにおける地球温暖化ガス排出規制 
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＜州名＞　NL（ニューファンドランド・アンド・ラブラドール州）、PE（プリンス・エドワード・アイランド州）、NS（ノバ・スコシア州）、NB（ニュー・ブランズウィック州）、	
QC（ケベック州）、ON（オンタリオ州）、MB（マニトバ州）、SK（サスカチュワン州）、AB（アルバータ州）、BC（ブリティッシュ・コロンビア州）、YT（ユーコン準州）、	
NT（ノースウエスト準州）、NU（ヌナブト準州）。	

地球温暖化ガス排出量	
単位：メガトン	
（二酸化酸素相当量）	

アルバータ州(AB)、オンタリオ州(ON)、ケベック州(QC)、
サスカチュワン州(SK)、ブリティッシュ・コロンビア州(BC)
の上位5州は、カナダの総排出量の91%を占める。	

州	

出所：カナダ環境・気候変動省のデータを基にJOGMEC作成。	

アルバータ州、オンタリオ州、ケベック州、サスカチュワン州、ブリティッシュ・コロンビア州の順に地球温暖化ガス排出
が多い。特にエネルギー産業が発達しているアルバータ州は地球温暖化ガスの排出量が特出。	



2. カナダにおける地球温暖化ガスの排出量規制 
炭素価格付け（カーボンプライシング）	
現在のカナダの地球温暖化ガスの排出量削減に関する制度は州により異なる。	

炭素税制度	

（カーボン・タックス）	

• 州政府による化石燃料を対象とす
る州炭素税。	

• 主に消費者に対する課税。	

• 例：ブリティッシュ・コロンビア州	

• 備考：ブリティッシュ・コロンビア州
では、新型コロナウイルスによる経
済的な影響を受け、段階的な州炭
素税の値上げを延期中。なお、同
州では、例外措置によりLNG産業
や農業は課税の対象外。	

キャプ・アンド・	

トレード制度	

• 州政府が総排出量を定め、各業界
の平均的排出量を算出。	

• 主に大規模商業的施設が対象。	

• 排出枠の取引を可能とする。	

• 例：ケベック州、（オンタリオ州）	

• 備考：オンタリオ州は隣のケベック
州や米国カリフォルニア州と排出
枠取引市場を形成していたが、
2018年の州法撤廃により脱退。こ
れにより連邦炭素税がオンタリオ
州内で自動的に適用されることに
なった。	

ハイブリッド制度	

• 左の二つの制度を特徴を併せ持
つ。化石燃料を対象とする州炭素
税の課税と、対象産業に属する大
規模商業施設への排出枠の設定
がある。	

• 例：（アルバータ州）	

• 備考：アルバータ州は2019年に州
炭素税を撤廃。これにより2020年
から連邦炭素税が自動的にアル
バータ州内で適用されている。な
お、大規模商業施設の排出枠に関
する制度は現在も有効。	

州ごとに3つの異なる制度が混在する。	
また、政権交代で頻繁に変化がある。	

2つの規制対象：	
①大規模商業施設 => 排出枠の設定。通常は各業界の平均的排
出原単位の一定の割合で設定。	
②一般消費者	=>	エンドユーザーに対する炭素税。	

出所：各種報道や政府発表を基にJOGMEC作成。	


